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勤務先から年末調整済みの「給与支払報告書」が

向日市へ提出されている 

※不明な場合は勤務先にご確認ください。 

主な収入が給与収入である 年間で 400 万円を超える

年金収入があった 

公的年金等に係る雑所得

以外の所得金額が 20 万円

を超えている 

以下の★の控除を追加で申告する予定がある 

（但し、★の控除を申告することで所得税の還付がある方は確定申告

を右京税務署に提出してください。） 

※給与又は公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が 20 万円以下で

あっても、市・府民税の申告が必要です。 

年金の他に所得

があった 

給与の他に所得が

あった 

い
い
え 

給与雑所得以外の所得

金額が20万円を超えて

いる 

はい 

市・府民税の申告は不要 

市・府民税の申告が必要 

★の控除…源泉徴収票に記載がない控除 

  （配偶者、扶養、社会保険料、生命保険料、医療費など） 

※なお、ふるさと納税のワンストップ特例制度を受けている方が申告を行った場合

は、特例申請が無効になりますので、寄附金控除を含めて申告をしてください。 

 

■所得税の確定申告が必要な方 

・自営業者等で令和５年中の所得金額の合計が控除合計額を超える方（所得税がかかる方） 

・令和５年中の給与収入金額が 2,000 万円を超える方 

・１か所から給与の支払いを受けており、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が 20 万円を超える方  

・２か所以上から給与の支払いを受けており、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得

の金額の合計額が 20 万円を超える方 など 

はい 

は
い 

確定申告が必要 

（右京税務署 

☎311-6366） 

市・府民税の申告は不要 

は
い 

令和５年 1月 1日～12 月 31 日に収入があった 

（遺族・障害年金、失業保険などの非課税所得は除く。） 

 

市・府民税の申告は原則不要 

※国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療等の保険料

の算定や所得に関する証明書のために申告が必要な場

合があります。 

はい 

確定申告が必要 

（右京税務署 

☎311-6366） 

は
い 

確定申告を提出する スタート 

い
い
え 

次の申告フローチャートを参考に、所得税の確定申告や市・府民税の申告が必要か不要かをご確認ください。 

フローチャートは一般的な事例です。当てはまらない場合は、右京税務署（☎311-6366）または税務課   

（☎874-2243）にお問い合わせください。 

い
い
え 

いいえ 

いいえ 

申告フローチャート 

いいえ 

い
い
え 

い
い
え 

はい 

はい 

い
い
え 

は
い 

い
い
え 

は
い 


